
60歳 8565 70 75 80

厚生年金  53,000円/月　※65歳から受け取る

任意加入増額分 9,640円/月

基礎年金  54,000円/月

繰り下げ受給増加分 22,360円/月
繰り下げ
(50カ月)

任意加入・
付加保険
(5カ年)

基礎年金受給額
計86,000円/月

69歳過ぎから
受け取る

厚生年金

基礎年金
任意加入・
付加保険 計
1,074,000円

(注記2)

受給開始繰り
下げによる

未受給年金合計
3,182,000円

(注記3)

＋ ＝
総計

4,256,000円
69歳過ぎから受け取り始めて、
4,256,000円の元が取れるのは

80歳あたり

(注記2)　国民年金任意加入(5年)→17,500円×12カ月×5年＝1,050,000円　 付加保険料の納付(5年)→400円×12カ月×5年＝24,000円　合計 1,074,000円
(注記3)　受給開始繰り下げによる未受給年金合計→63,640円(54,000円＋9,640円)×50カ月＝3,182,000円

夫死亡後

遺族年金 
81,000円/月

夫存命時

厚生年金  
53,000円/月

139,000円

/月

167,000円

/月

}

60歳 8565 70 75 80

厚生年金  53,000円/月　※65歳から受け取る

基礎年金  54,000円/月

繰り下げ受給増加分 32,000円/月
繰り下げ (86カ月) 基礎年金受給額

計86,000円/月

72歳過ぎから
受け取る

厚生年金

基礎年金
受給開始繰り下げによる

未受給年金合計　4,644,000円
(注記1)

72歳過ぎから受け取り始めて、
4,644,000円の元が取れるのは

84歳あたり

(注記1)　受給開始繰り下げによる未受給年金合計→54,000円×86カ月＝4,644,000円

夫死亡後

遺族年金 
81,000円/月

夫存命時

厚生年金  
53,000円/月

139,000円

/月

167,000円

/月

}

夫死後の理想②　任意加入と付加保険、基礎年金の受給を繰り下げを行った場合

夫死後の理想①　基礎年金の受給を繰り下げのみを行った場合

※この記事は、筆者の体験や調べた内容をもとにまとめたものです。
年金制度は仕組みが複雑で、金額や扱いは加入歴・年齢・収入・年度などによって変わります。
自分の状況を正確に把握するには、年金事務所やねんきんダイヤルなどの公的窓口で確認するのが確実です。
マイナポータルを使うと、年金の加入記録や「ねんきん定期便」の内容もオンラインで確認できるので便利です。
「自分の場合どうなるんだろう？」と感じたときに、一度チェックしておくことをおすすめします。
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年金制度の公的サイト(日本年金機構)はこちらです→

ブログ記事へは、こちらのQRからどうぞブログ記事へは、こちらのQRからどうぞ

出典：Output Assort｜https://www.outputassort.com/


